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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
交
付
金
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

各
都
道
府
県
が
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
五
年
度
ま
で
の
間
に
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
交
付
金
に
よ
る
基
金
を
活

用
し
た
事
業
（
以
下
「
交
付
金
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
を
委
託
し
た
民
間
企
業
等
（
以
下
「
委
託
先
民
間
企
業
等
」
と
い

う
。
）
の
数
は
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
委
託
先
民
間
企
業
等
の
う
ち
、
法
律
上
労
働
保
険
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
雇
用
保
険
を
総
称
す

る
。
）
の
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
（
以
下
「
労
働
保
険
の
届
出
」
と
い
う
。
）
及
び
社
会
保
険
（
健
康
保
険
及
び
厚
生
年

金
保
険
を
総
称
す
る
。
）
の
適
用
事
業
所
の
届
出
（
以
下
「
社
会
保
険
の
届
出
」
と
い
う
。
）
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
労
働
保
険
の
届
出
及
び
社
会
保
険
の
届
出
（
以
下
「
労
働
保
険
等
の
届
出
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
て
い
な

い
も
の
の
数
に
つ
い
て
は
、
単
に
労
働
保
険
等
の
届
出
の
有
無
を
確
認
す
る
だ
け
で
な
く
、
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
委
託

先
民
間
企
業
等
が
法
律
上
労
働
保
険
等
の
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
労
働
保
険
等
の
届
出
が
行
わ
れ

て
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
委
託
先
民
間
企
業
等
を
直
接
巡
回
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
委
託
先
民
間
企
業
等
の
業
種
、

雇
用
者
数
、
雇
用
契
約
の
内
容
等
を
調
査
し
た
上
で
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と

一



は
困
難
で
あ
る
が
、
委
託
先
民
間
企
業
等
の
う
ち
、
本
年
八
月
時
点
に
お
い
て
労
働
保
険
等
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実

を
確
認
で
き
な
か
っ
た
も
の
（
そ
の
使
用
す
る
者
が
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）

の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
る
学
校
法
人
等
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
十
三
条
の
二
等
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
の
届
出
が
行
わ
れ

て
い
る
事
業
所
を
除
く
。
）
の
数
は
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
労
働
保
険
等
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
事
実
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
委
託
先
民
間
企
業
等
に
つ
い
て
は
、
労
働
保

険
の
適
用
事
業
で
あ
っ
て
労
働
保
険
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
業
（
以
下
「
労
働
保
険
の
未
手
続
事
業
」
と
い
う
。
）

又
は
社
会
保
険
を
適
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
社
会
保
険
の
適
用
事
業
所
と
な
っ
て
い
な
い
事
業
所
（
以
下
「
社
会
保
険
の
未
適

用
事
業
所
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
労
働
保
険
の
未
手
続
事
業
又
は
社
会
保
険
の
未
適
用
事
業
所
で
あ

る
と
確
認
さ
れ
た
委
託
先
民
間
企
業
等
に
対
し
て
は
、
適
用
の
促
進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

交
付
金
対
象
事
業
は
、
緊
急
か
つ
臨
時
的
な
雇
用
機
会
等
の
創
出
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
民
間
企
業
等
に
交
付
金
対
象
事

業
を
委
託
す
る
際
に
、
法
律
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
労
働
保
険
等
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
委
託
の
条
件
と
し
て
い

二



る
都
道
府
県
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

交
付
金
対
象
事
業
は
、
緊
急
か
つ
臨
時
的
な
雇
用
機
会
等
の
創
出
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
は
、
交
付
金
対
象

事
業
を
受
託
す
る
民
間
企
業
等
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
等
に
お
い
て
、

労
働
保
険
の
未
手
続
事
業
及
び
社
会
保
険
の
未
適
用
事
業
所
（
以
下
「
未
手
続
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
把
握
並
び
に
未
手

続
事
業
等
の
労
働
保
険
及
び
社
会
保
険
（
以
下
「
労
働
保
険
等
」
と
い
う
。
）
の
適
用
促
進
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
交
付
金
事
業
（
以
下
「
交
付
金
事
業
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
際
し
、
都
道
府
県
に

対
し
、
法
律
上
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
労
働
保
険
等
の
届
出
を
交
付
金
対
象
事
業
を
委
託
す
る
民
間
企
業
等
に
係
る
条
件
と

す
べ
き
旨
の
指
導
は
行
っ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

労
働
保
険
の
未
手
続
事
業
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
労
働
保
険
事
務
組
合
と
も
連
携
し
て
適
用
促
進
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
消
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保
険
の
未
適
用
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
地
方

社
会
保
険
事
務
局
長
の
委
託
に
よ
る
社
会
保
険
労
務
士
の
巡
回
説
明
、
社
会
保
険
事
務
所
（
地
方
社
会
保
険
事
務
局
事
務
所

三



を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
職
員
に
よ
る
巡
回
指
導
等
に
よ
り
、
適
用
の
促
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
年
七

月
か
ら
、
一
定
規
模
以
上
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
順
次
事
業
主
を
社
会
保
険
事
務
所
に
呼
び
出
し
て
行
う
指
導
等
を
社
会

保
険
の
届
出
が
行
わ
れ
る
ま
で
繰
り
返
し
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
は
、
交
付
金
対
象
事
業
を
受
託
す
る
民
間
企
業
等
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
労
働
局
、
地

方
社
会
保
険
事
務
局
等
に
お
い
て
、
未
手
続
事
業
等
の
把
握
及
び
労
働
保
険
等
の
適
用
促
進
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
交
付
金
事
業
の
実
施
に
際
し
、
委
託
先
民
間
企
業
等
の
労
働
保
険
等
の
届
出
の
有
無
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ

て
い
な
い
が
、
本
年
八
月
に
、
委
託
先
民
間
企
業
等
の
名
簿
と
労
働
保
険
等
の
届
出
が
行
わ
れ
て
い
る
事
業
等
の
台
帳
を
照

合
し
、
労
働
保
険
等
の
届
出
の
有
無
に
つ
い
て
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

交
付
金
事
業
の
実
施
に
際
し
て
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
協
議
の
場
を
設
け
た
こ
と
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
基
づ
く
保
険
給
付
は
、
給
付
の
請
求
に
係
る
労
働
者
の

四



負
傷
、
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
（
以
下
「
負
傷
等
」
と
い
う
。
）
が
業
務
上
の
事
由
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
、
支
給
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
労
働
者
の
負
傷
等
が
交
付
金
対
象
事
業
に
お
い

て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
、
業
務
上
の
事
由
の
有
無
等
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
関
係
の
な
い
事
項
で
あ
る
こ
と

か
ら
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
、
お
示
し
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

八
に
つ
い
て

未
手
続
事
業
等
の
的
確
な
把
握
及
び
労
働
保
険
等
の
適
用
促
進
は
、
未
手
続
事
業
等
が
交
付
金
対
象
事
業
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
認
識
の
下
、
こ
れ
ま
で
、
労
働
保
険

の
未
手
続
事
業
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
の
適
用
事
業
所
に
係
る
情
報
や
、
都
道
府
県
労
働
局
に
お
い
て
労
働
基
準
監
督
署

及
び
公
共
職
業
安
定
所
で
得
た
情
報
等
を
活
用
し
、
そ
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
広
報
の
充
実
等
に
よ
り
事
業
主
の
自

主
的
な
届
出
を
促
進
し
、
さ
ら
に
、
労
働
保
険
事
務
組
合
を
活
用
し
た
労
働
保
険
の
適
用
促
進
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と

等
に
よ
り
、
そ
の
解
消
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保
険
の
未
適
用
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
法
人
登
記
簿

の
閲
覧
、
労
働
保
険
の
適
用
事
業
に
係
る
情
報
の
活
用
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
広
報
の
充
実
等
に

よ
り
事
業
主
の
自
主
的
な
届
出
を
促
進
し
、
さ
ら
に
、
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
の
委
託
に
よ
る
社
会
保
険
労
務
士
の
巡
回

五



説
明
、
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
巡
回
指
導
等
に
よ
り
、
社
会
保
険
の
適
用
促
進
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

本
年
七
月
か
ら
、
一
定
規
模
以
上
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
順
次
事
業
主
を
社
会
保
険
事
務
所
に
呼
び
出
し
て
行
う
指
導
等

を
社
会
保
険
の
届
出
が
行
わ
れ
る
ま
で
繰
り
返
し
実
施
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
取
組
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
主
導
の
事
業
の
委
託
を
受
け
る
民
間
企
業
等
を
含
め
、

未
手
続
事
業
等
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
労
働
保
険
等
の
適
用
促
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

六
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八


